
平
成
２０
年
度
の
市
・
県
民
税
を
納
付

書（
ま
た
は
口
座
振
替
）で
納
め
て
い
た

だ
く「
普
通
徴
収
」の
か
た
に
は
、
６
月

２
日
付
け
で
納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま

す
。給

料
か
ら
市
・
県
民
税
が
引
か
れ
る

「
特
別
徴
収
」の
か
た
に
は
、
事
業
所

を
通
じ
て
、
税
額
の
通
知
書
が
配
布

さ
れ
ま
す
。

平平
成成
２２００
年年
度度
のの
市市
県県
民民
税税
のの
変変
更更
点点

●●
変変
更更
点点
１１

県県
民民
税税
均均
等等
割割
がが
変変
わわ
りり
まま
すす

平
成
２０
年
４
月
か

ら
「
水
と
緑
の
森
づ

く
り
税
」
が
導
入
さ

れ
た
こ
と
に
よ
り
、

均
等
割
額
が
変
わ
り

ま
す
。

市
民
税
均
等
割

３
０
０
０
円（
旧
３
千
円
）

県
民
税
均
等
割

１
８
０
０
円（
旧
１
千
円
）

均
等
割
合
計

４
８
０
０
円（
旧
４
千
円
）

こ
の
税
金
は
、
豊
か
な
森
林
環
境
を
守
り

育
て
、
次
の
世
代
に
引
継
ぐ
た
め
に
創
設
さ

れ
ま
し
た
。
主
に

○１
生
育
の
思
わ
し
く
な
い
杉
人
工
林
を
針
広

混
交
林
ヘ
誘
導
。

○２
枯
れ
た
松
林
の
伐
採
と
植
栽
。

市
・
県
民
税

前
年
中
の
所
得
に
基
づ
き
納
め
て
い
た
だ
く

地
方
税
で
、
均
等
割
と
所
得
割
と
の
合
計
額

で
計
算
し
ま
す
。

※
学
校
を
卒
業
し
て
就
職
し
た
年
は
、
前
年
に

所
得
が
無
け
れ
ば
市
・
県
民
税
は
課
税
さ
れ

ま
せ
ん
が
、
退
職
し
た
年
は
、
現
時
点
で
所

得
が
無
く
な
っ
た
場
合
で
も
、
前
年
の
所
得

に
基
づ
い
て
市
・
県
民
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

均
等
割

行
政
施
策
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
、
広
く

均
等
に
市
民
の
か
た
に
負
担
し
て
い
た
だ
く

趣
旨
で
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
前
年
中

に
一
定
以
上
の
所
得
が
あ
っ
た
か
た
に
負
担

し
て
い
た
だ
く
税
金
で
す
。

所
得
割

前
年
の
所
得
に
基
づ
き
算
出
す
る
税
金
で
す
。

所
得
税
を
基
準
に
所
得
を
求
め
ま
す
が
、
控

除
額
は
所
得
税
と
異
な
っ
て
い
ま
す
。

普
通
徴
収

市
・
県
民
税
を
６
月
、
８
月
、
１０
月
、
翌
年

１
月
の
年
４
回
、
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替

で
納
付
す
る
方
法
で
す
。

特
別
徴
収

給
与
所
得
者
が
対
象
で
、
市
・
県
民
税
を
毎

月
の
給
料
か
ら
事
業
所
が
差
し
引
い
て
市
に

納
付
す
る
方
法
で
す
。
６
月
か
ら
翌
年
５
月

ま
で
の
１２
回
で
全
額
納
付
し
ま
す（
年
の
途

中
で
就
職
や
退
職
し
た
場
合
は
異
な
り
ま
す
）。

�

市
・
県
民
税
が
決
ま
り
ま
し
た

市市
・・
県県
民民
税税
がが
決決
まま
りり
まま
しし
たた

問
い
合
わ
せ
先

広報大館２００８．６

税
務
課
市
民
税
係

�
４３
�
７
０
３
３

）

用
語
解
説

・配当控除
・調整控除
・住宅借入金等特別
税額控除

等々

配当割額控除額

普通徴収は年４回、特別徴収は
年１２回で納付します。
※就職・退職した場合などは回
数が変わります。

※一時所得や総合譲渡所得等には特別
控除後や、さらに２分の１後の金額
とするなどの規定があります

株式等譲渡所
得割額控除額

所 得 割 額

�１所得金額

�２課税所得金額

（千円未満切り捨て）

税
額
控
除

－

－
－

＝

（

（算 出 所 得 割 額）

市
県
民
税

税 率 市民税６％ 県民税４％

＝

＝

＝

●課税所得金額が３００万円の場合の算出所得割額

※分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります。

３００万円×６％＝１８万円（市民税）

３００万円×４％＝１２万円（県民税）

所得に応じて金額が決定され
ます。

・基礎控除
・扶養控除
・配偶者控除
・社会保険料控除
・医療費控除 等々

・給与所得控除
・事業経費
・公的年金控除 等々

市県民税のしくみ

所得割額の計算のしかた

イメージキャラクター

「森っち」

所
得
割

必
要
経
費
等

所
得
控
除
額

＋

－

－

×

�１所得金額

�２課税所得金額

（税率）

（税率）

４，８００円（一定額）

・給与収入
・事業収入
・年金収入 等々

（課税所得金額）

（課税所得金額）

計
算
の
例

均
等
割

収

入


